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特集：男女労働者の働き方が東アジアの低出生力に与えた影響に関する国際比較研究（その１）

韓国の極低出生力とセロマジプラン

鈴 木 透

はじめに

2000年以後の韓国の出生力低下は，他の先進国に類例を見ないほど急激なもので，韓国

の学会・言論界でも大きな問題となった．本稿では出生力低下の要因を，価値変動，結婚

行動の変化，子の直接費用の高騰，労働市場の変化，女子の労働力参加に分けて整理を試

みる．韓国における高等教育の大衆化，低成長経済への移行，女子の労働力参加といった

ポスト近代的な社会経済変動は，日本より激烈かあるいは葛藤が大きいように思われる．

すなわち教育熱はきわめて高く，労働市場の流動化に伴う非正規職の増加と賃金格差の拡

大は大きく，伝統的性役割が残存するため妻の就業と家事・育児役割間の葛藤が強い．こ

うした諸条件が，日本より急激な出生力低下を招いたと見られる．

このような出生力低下を受けて，韓国政府は2006年に総合的な低出産・高齢社会対策で

ある「セロマジプラン 2010」を公表した．これは低出産対策，高齢者福祉対策，産業・

労働政策から成る総合的人口政策パッケージである．低出産対策には様々な施策が盛り込

まれているが，家族政策に熱心でない日米と比べても小さい予算規模（対GDP比）から

見ても，即効性は期待できない．
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本稿の前半では，韓国の急激な出生力低下とその要因を検討する．伝統的家族価値の衰退が低出

生力の原因とする見方は，より個人主義化が進んだヨーロッパや北アメリカの緩低出生力を考える

と疑わしい．要因分解によると，2000～05年の出生力低下の31.5％が結婚力低下に，68.5％が結婚

出生力低下に帰し得る．人的資本投資の増加，経済の成熟と成長率の鈍化，女子の労働力参加といっ

たポスト近代的な社会経済的変動は，日本より激烈に進行している．したがって教育費の高騰，若

年労働市場の悪化，妻の就業と家族役割の両立可能性の低さといった諸要因は，日本より強い出生

抑制効果を持ったと考えられる．

後半では，2006年に公表された低出産・高齢社会対策である「セロマジプラン 2010」について

検討する．ここには金銭的支援，保育サービス，リプロダクティヴ・ヘルス，両立支援策等の対策

が含まれている．また結婚・出産の価値を強調する保守主義的な政策が含まれているが，個人主義

的な西洋諸国に比べ強い東アジア的家族主義こそが低出生力の原因であることを考えれば，有効性

は疑わしい．児童手当が導入されなかったため，予算は日米と比較しても低い水準にとどまってい

る．日本と同様，韓国も小さな政府を標榜する新自由主義にとどまると見られ，大幅な増額は見込

めない．



Ⅰ 韓国の極低出生力とその要因

1. 韓国の出生力低下

かつて日本時代から1960年代までの韓国の合計出生率は，5～6の非常に高い水準を維

持していた（ ，2002，p.85）．朝鮮戦争後のベビーブームと高い人口増加率は，狭

い国土に対し過剰人口の恐怖を感じさせるに十分だった．韓国政府は1962年から大規模な

家族計画事業を立ち上げ，避妊と中絶を強力に推進した．1970年代には，急速な経済発展

と強力な家族計画プログラムによって，韓国の出生率は日本の1950年代に匹敵する急激な

低下を見せた．合計出生率の低下は1987年の1.55でいったん底を打ち，再び上昇に転じた．

しかし1984～88年の5年間は，日本を下回る水準だった．

韓国のような男児選好が強い社会で，出生率がこのように置換水準を大きく下回るとい

うのは予想外の出来事だった．1970年代までは，父系制に伴う根強い男児選好が出生率低

下を阻害すると予想されていた（石,1972,pp.246-247）．ところが羊水検査や超音波法等

による胎児の性鑑別技術が普及したことで，韓国・台湾では男児選好を維持したままの出

生力低下を実現した．このため高い出生順位の女児を中心に選択的中絶が広く行われ，出

生性比の異常が明確に観察された（ParkandCho,1995;林,2002）．特に1990年代前半に

は115を超える異常に高い性比を記録したが，2007年にようやく106.1と正常範囲に戻った．

しかし長らく異常な出生性比が続いたため，韓国統計庁の将来人口推計によると2025年の

25～34歳の性比は113.4まで上昇すると見込まれており，男子の結婚難が予想される．

韓国の合計出生率は1989～2000年までは日本を上回ったが，2001年以降急激な低下を見

せ始め，2002年に1.17，2005年には1.08という世界最低水準を記録するに到った．東アジ

アでは台湾の合計出生率が2005年に1.12と韓国に匹敵する水準まで低下しており，日本も

2003～06年の間は1.3を下回った．かつて1990年代には南欧，東欧，旧ソ連圏で1.3以下の

合計出生率が頻発し，ヨーロッパにおける極低出生力（lowest-lowfertility）の出現と

呼ばれた（Kohler,etal.,2002）．この時期には世界最低水準の出生力は北欧・西欧を除

くヨーロッパ各地に分布していたが，2000年代に入ると極低出生力の中心は東アジアに移っ

た．かつて極低出生力の先頭走者だったイタリアやスペインの合計出生率は，1.2前後を

底に最近は回復傾向を示している．これに対して韓国・台湾の合計出生率は1.2を大きく

下回り，特に韓国は農村部を含む数千万の人口を持つ国として，初めて1.1を下回った点

で衝撃的である．

2. 価値変動

1960年代から1980年代前半まで，出生力低下の先行走者はスカンジナビア諸国やベネル

クス諸国，およびドイツ・オーストリー等で，北欧と中・西欧に分布していた．これらの

国では同棲や婚外出生の増加，離婚率の上昇，単独世帯や女世帯主世帯の増加といった後

期産業社会的な変動が進んでおり，出生力低下もそうした一連の変化のひとつとみなされ

た．第二人口転換理論（vandeKaa,1987）は，人々の価値観の変化がこうした行動の変
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化を導いたと主張する．置換水準付近までの第一人口転換の動因はアリエスの「子どもの

誕生」で描かれる利他主義・家族主義の発現と社会的上昇移動への関心だった．一方で置

換水準を下回る第二人口転換の動因は，世俗化・個人主義化に伴う利己主義の拡散にある

とされた．vandeKaa（1987,p.11）はこのような価値観の変化を，「“子どもは王様

（king-childwithparents）”から“親は王様（king-pairwithachild）”へ」と表現した．

ところが1990年代に南欧，東欧，旧ソ連圏に極低出生力が出現すると，出生力とそれ以

外の家族パターンの関係は逆転した．つまりかつては同棲や婚外出生が多く，離婚率が高

く，女子の労働力参加が進んだ国で出生力が低かったのだが，この関係が逆転してしまっ

たのである．このことは，伝統的家族制度が比較的健在な国で出生力が低く，そうした家

族的価値が崩壊した国の方が出生力が高いというパラドキシカルな現象をもたらした．こ

れは序論に述べたように，北西欧の弱い家族紐帯を特徴とする家族パターンが極低出生力

への低下を防いだのに対し，そうした特異な家族パターンを持たない南欧や東アジアでは

必然的に極低出生力が出現したためと考えられる．

したがって東アジアの伝統的な家族主義の浸食は，ある程度出生力低下と関連するかも

知れないが，なぜ北西欧より低い出生力が出現したかは説明しない．「子どもは必ず持た

なければならない」に賛成する有配偶女子の割合が1997年の73.7％から2005年には23.4％

まで激減したという調査結果（ ・ ,2005,p.236）は確かに印象的だが，出生力低

下への影響を過大に評価すべきではない．実際，同じ2005年全国結婚・出産動向調査で有

配偶女子の理想子ども数は2.3人で，まだ低出産力の罠（Lutz,etal.,2006）が憂慮され

る段階ではない．

そもそも伝統的価値の崩壊が，他の先進国より韓国ではるかに進んでいるために出生率

が低いとは考えられない．現在の極低出生力をもたらしているのは，パートナーや子ども

への需要の低さではなく，需要達成を阻害する社会経済的要因の強さであると考えられる．

したがって教育・広報・社会運動等を通じて結婚と出産を奨励しようという解法（ ,

2006）には，有効性に疑問を持たざるを得ない．

（2005）のように伝統的家族価値の喪失が出生力低下の一因と指摘する者は，韓

国の人口学者中でも少数派と思われる．実際， （2005）の重回帰分析によると，皆

婚規範や皆産規範のような価値観が子ども数に与える効果は有意でなかった．しかし後述

のようにセロマジプランには，結婚・出産価値の涵養のような保守主義的側面が含まれて

いる．これはセロマジプランが多様な勢力の妥協の産物で，保守派の意向も取り入れざる

を得なかったのだろう．

3. 結婚力と結婚出生力

東アジアではまだ婚外出生はごく少なく，2007年の婚外出生割合は日本が2.0％，韓国

が1.6％，台湾が4.4％となっている．このため出生力低下は，結婚力（nuptiality）の低

下と結婚出生力（maritalfertility）の低下のいずれかに帰し得る．図1は日韓の人口動

態統計における女子の平均初婚年齢で，これを見ると韓国の結婚力低下は日本以上に急速
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に進んでいることがわかる．1990年の女子の平均初婚年齢は日本の25.9歳に対し韓国は

24.8歳で，1歳の差があった．ところが2007年では日本の28.3歳に対し韓国は28.1歳で，

晩婚化ではまさに日本を追い抜こうとしているところである．

図2は日韓の2005年センサスにおける女子の有配偶割合を比較したものである．2005年

時点で25歳未満の有配偶割合では韓国が日本を下回っており，若年女子の結婚の減少は日

本を上回っていたことがわかる．しかし最近の変化は25歳以上には達しておらず，25～49

歳では韓国の有配偶割合の方が高い．最近では大部分の出生が25歳以上の女子から生じる

ことを考えれば，韓国の方が日本よりずっと出生に有利な結婚パターンを持つと言える．

ところが2005年の合計出生率は，日本の1.26に対し韓国は1.08だった．これは韓国の結婚

出生力が日本よりはるかに低いことを示唆する．

韓国の出生力低下に対する結婚力低下と結婚出生力低下の寄与を量的に評価するために，

パリティ拡大指標を用いた要因分解を行った．まず2000年と2005年のセンサスから年齢各

歳別の配偶関係別女子人口と既往出生児数（パリティ）別女子人口を得，一方人口動態統

計から女子の年齢別初婚数と出生順位別出生数を得た．これらから初婚ハザードとパリティ

間移行ハザードを求め，15歳の全員未婚を初期状態として逐次ハザードを適用して多相生

命表を作成した．第5子以上の出生はごく稀なので，最大パリティは4とした．婚外出生

も上述のように稀なので無視し，未婚女子のパリティは常に0と仮定した．50歳の誕生日

におけるパリティ分布から求めた平均パリティをPAP（PeriodAverageParity）と呼ぶ

ことにすると，これはパリティ拡大比を用いて次のように表せる．

PAP・ Rs・R0・R0R1・R0R1R2・R0R1R2R3・RsRm.

ただしRsは50歳時の既婚割合，Ri・i・1,3・は50歳時パリティがi以上の女子のうち

i・1以上の者の割合（パリティ拡大比）である．PAPが結婚力を表すRsと結婚出生力を

表すRmの積であることから，両者の効果はKitagawa（1955）の方法で残差を生じずに
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図１ 女子の平均初婚年齢（人口動態統計）
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図２ 女子の有配偶割合（2005年センサス）



要因分解できる．また結婚出生力の

効果は加法的なので，これを各パリ

ティに分解することも容易である．

表1は要因分解の結果で，結婚力

低下は2000～05年の出生力低下の

31.5％を説明する．つまり結婚力低

下，結婚出生力低下とも出生力低下

に寄与したが，後者の影響の方が優

勢だったことがわかる．そのうち最も寄与が大きかったのは第2子出生の減少で，これだ

けで全体の41.7％を説明する．一方で第1子出生の減少（無子夫婦の増加）は，14.5％を

説明するにとどまる．したがってこの期間の結婚出生力低下に最も寄与したのは，避妊や

中絶のようなパリティごとに異なり得る近接要因で，不妊や自然流産のようなパリティと

の関連が弱い近接要因の影響は，相対的に小さかったと想像される．

4. 子の直接費用

Becker（1991,pp.145-150）は出生力のミクロ経済理論に「子どもの質」という概念を

持ち込み，負の所得効果を説明した．これは所得が上昇するにつれて子どもの教育や健康

への投資がますます増えることになり，そうした子どもの質の上昇にしたがって子どもの

量は低下することを意味する．韓国の場合，きわめて高い教育熱と激しい受験競争によっ

て，子どもにかける教育費が急騰したことが，近年の出生力低下の主要因のひとつとみな

されている．

有田（2006,pp.3-4）は韓国の教育熱の特徴として，韓国人が実際に負担する教育費が

他国より高いという点で「高強度」であること，教育熱の沈静化が見られないという点で

「持続的」であること，全ての階層で教育熱が高いという点で「普遍的」であることの3

点をあげた．OECDEducationataGlance2008による2005年の教育費支出の対GDP比

で，韓国の7.2％はアイスランド（8.0％），デンマーク（7.4％）に次いで高い（Table

B2.1）．さらに教育費の公的・私的負担割合（TableB3.1）から私的負担教育費の対GDP

比を求めると，韓国の3.0％はOECD内で最大で，強度の高さが確認できる．北欧の高い

教育支出は90％を超える公的負担割合に支えられており，私的教育支出で韓国に次ぐのは

米国（2.3％），オーストラリア（1.5％），日本（1.5％），カナダ（1.5％），ニュージーラ

ンド（1.4％）など新自由主義を標榜する英語圏や東アジア諸国である．

韓国で教育熱の強度が高いのは，それだけ教育の効用が高いためだが，その背景には強

いホワイトカラー志向がある．それは肉体労働を蔑視する両班文化の伝統のためブルーカ

ラー職の威信が低いことや，他者からの評価に非常に敏感な韓国社会の特徴や，もともと

崇文主義的価値が強いため学歴取得自体が目的化しやすいという文化的特徴に根ざしてい

る（有田,2006,pp.284-285）．またヨーロッパや日本のように封建制の伝統を持つ社会で

は階層が固定化しやすいのに対し，儒教圏では少なくとも理念的には社会全体に開かれた
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表１ 韓国の2000～05年の出生力低下の要因分解

2000年 2005年 変化 （％）

結婚力（Rs） 0.9115 0.8414 -0.1033 31.5

結婚出生力（Rm） 1.6013 1.3443 -0.2252 68.5

第１子 0.8840 0.8294 -0.0478 14.5

第２子 0.6197 0.4635 -0.1369 41.7

第３子 0.0908 0.0482 -0.0373 11.4

第４子 0.0068 0.0031 -0.0033 1.0

総計（PAP） 1.4596 1.1311 -0.3286 100.0



科挙の伝統を持つため，教育熱が普遍化しやすいと考えられる．

韓国では各世帯が競って私教育に支出するため，家計に占める教育費の比重は上昇を続

けている（金明中,2004,p.6;Suzuki,2005,p.31）．教育費の上昇により，子育ての費用

も当然上昇している． （2006,p.35）によると，1997年の調査では2子世帯の養育

費が家計に占める割合は46％と推計されていたが，2003年の調査では61％にのぼるという

結果が出た．このため父母の負担感はますます大きくなっており，経済的負担のために出

産をあきらめる夫婦が多いという調査結果が多く出ている．たとえば女性部（当時）が

2004年に都市居住女子を対象に実施した調査によると，既婚女子について出産計画がない

理由（複数回答）の上位3項目は「教育費が負担で（28.0％）」「経済力がなくて（27.8％）」

「養育費が負担で（13.3％）」だった（ ,2004,p.98）．韓国保健社会研究院の2003年

出産力調査によると，家計を圧迫している要因と目された上位 3項目は，「私教育費

（15.4％）」「養育費・公教育費（15.0％）」「税金・保険料等（13.6％）」だった（ ・

,2004,p.159）．

日本の内閣府が2006年4月に公表した「少子化社会に関する国際意識調査」の結果は，

韓国でも大きく報道された．衝撃的だったのは，自分の国が子どもを生み育てやすい国だ

と答えた韓国人の割合が，他国を大きく下回った点だった．「とてもそう思う」「どちらか

といえばそう思う」を合わせて19％という数字は，スウェーデン（98％），米国（78％），

フランス（68％）はもちろん，日本（48％）をも大きく下回った．希望子ども数を達成で

きない理由として，韓国では「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」が68％と圧倒的

に多く，日本（56％）や米国（31％）を大きく上回った．このことから，韓国人が他の先

進国に比べ養育・教育費への負担感を強く感じていることがうかがえる．

5. 労働市場

一般に高度成長が終わって経済成長が停滞すると，若年の労働市場は悪化し，昇給・昇

進の機会は減少する．経済成長期に育った若者は高いアスピレーションを持つため，将来

への不安が大きく親世代と同じ生活水準に到達できないと考えると，結婚・出産を躊躇す

ることになる（Easterlin,1978;山田,1999;2004）．

韓国の場合，1997～98年の経済危機が労働市場に劇的な変化をもたらした．金大中政権

の労働市場改革は「柔軟化」をキーワードとし，政労使合意のもとで整理解雇制度や人材

派遣制度が導入され，流動性に富む効率的な労働市場を実現しようとした．労働者側から

見ると，労働市場の柔軟化は非正規職の増大による雇用の不安定化，待遇の悪化，格差の

拡大に他ならない．特に女子では，非正規労働者が大幅に増えた（明泰淑,2004,p.25;春

木,2006,pp.61-62）．専門職を目指す女子にとって状況は特に厳しく，1995～2000年の間

に専門職の女／男比が低下し（ ,2002,pp.324-325），また専門職で賃金の男女格差

が拡大したことが確認されている（明泰淑,2004,p.26-27）．

経済危機からの回復過程で，階級間・産業間・地域間の格差が拡大した．労働者は人員

削減により貧困化する一方，資本家は急成長産業への投資で儲けた．情報通信産業と輸出
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依存産業（半導体・鉄鋼・自動車・船舶等）は成長を続けたが，内需依存産業は停滞を続

けた．成長産業を多く抱える京畿道地域は成長を享受したが，他地域は回復が遅れた（辺

真一・許仁成，2002，pp.70-72）．ジニ係数は1997年の0.283から1999年には0.320と急速に

悪化した．景気回復で絶対的貧困は減少したものの，所得分布は悪化したとされる（郭洋

春，2004，pp.35-37）．

韓国では非正規労働者の割合は低下しているとはいえ，2005年でも48％を占めており，

日本の12％をはるかに上回る．非正規労働者の平均賃金は正規労働者の50～70％程度で，

企業の福利厚生や公的保険から除外されるケースも多い．盧武鉉政権は2007年7月に非正

規労働者保護法を施行し，非正規労働者を2年を超えて雇傭することはできなくなった

（チョイ,2008,p.74）．しかし施行後2年を経過した2009年7月には，与党のハンナラ党

が正規職転換への猶予期間延長を主張し国会が空転した．

こうした若年層の就職難，非正規職の増加，雇用の不安定，格差の拡大といった変化が

近年の韓国の出生力低下をもたらしたと主張する者は多い． （2005,pp.55-56）は，

1970年以後出生コーホートの晩産化は，経済危機のため就業できなかった女子の所得低下

によると解釈した．Kim DS（2005,pp.13-14）は，超低出生力社会では所得効果は正と

仮定されるため，経済危機以後の労働市場の非安全性（レイオフ，失業，非正規就業）は，

相対的剥奪への恐怖を通じて結婚力と出生力を低下させたとした． （2005,p.29）

は労働市場の変化が結婚力に与えた効果に注目し，男子から見れば伝統的な扶養者役割を

果たせるかが不安で結婚を躊躇し，女子から見れば結婚するに値する相手が消えてしまっ

たと指摘した． （2004,pp.11-12）も景気沈滞・職場不安定が結婚忌避・出産忌避

をもたらす一因であるとし，特に男子で経済的基盤がないために結婚できないと答える者

が多く，特に住宅費用の高さと職場の不安定さが問題とした．

図3は日韓の20～34歳の失業率（5歳階級別失業率の単純平均）を比較したものである．

日本では景気回復を反映して，2002～03年から失業率は低下傾向を示し，これが出生率の

回復にも寄与したと想像される．これに対し韓国は横這いに近く，日本のような回復基調
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図３a 20～34歳男子の失業率
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図３b 20～34歳女子の失業率



は見られない．調査方法の差異があるため水準自体の比較は難しいが，趨勢から見て韓国

の若者の方が日本より閉塞感が大きいのではないかと思われる．

こうした客観的指標にあらわれる以上に，韓国人の不安感・閉塞感を強める社会心理的

条件が存在し，それが「子どもを生み育てにくい国」という認識につながっているとも考

えられる．たとえば経済危機の経験は，たとえ経済が順調に見えても一寸先はわからず，

簡単に将来に希望を持てない韓国人が増えたのかも知れない．実際に2008年にはサブプラ

イムローン危機を契機に急激なウォン安が進み，第二のIMF経済危機が心配された．中

国経済は急成長を続けているが，もしも韓国型の崩壊が訪れるとしたら，最大の輸出先で

あるだけに韓国への影響も大きいだろう．さらに厄介なのが，北朝鮮問題である．2006年

7月のミサイル発射実験以後，北朝鮮は挑発的な行動を続け，政権崩壊の予兆との見方も

ある．北が崩壊し韓国に吸収される場合の統一コストはとてつもないものになり，1998年

の経済危機をはるかに超える激甚な混乱を長期にわたってもたらす可能性が高い．

6. 女子の労働力参加

Becker（1991,p.350）によると20世紀後半の様々な家族変動をもたらした主要因は，

女性の経済力の向上だった．女子の就業機会の増加によって，市場活動に向けられる時間

が増え，それは子供の相対費用を引き上げた．性分業から得られる利得が減ったため結婚

の利得も低下し，離婚率が上昇し，同棲・女世帯主世帯・非嫡出出生が増加した．

国際比較では女子の労働力率と出生率の順相関が見られるようになったが，これは仕事

と家事・育児の両立可能性を先行変数とする疑似相関である．北西欧文化圏のように両立

可能性が高い地域では女子労働力率・出生率とも高く，それ以外の低出生力国ではともに

低い．つまり女子労働力と出生力の間に正の因果関係があるわけではない．実際に日本で

は，多くのマイクロデータ分析で妻の就業の出生抑制効果が確認されている．しかし韓国

では，妻就業の出生抑制効果が確認されているとは言い難い状況である． ・

（2004）は2000年全国出産力調査を用い，妻が就業を中断した場合，就業を継続した場合

に比べて既往出生児数が少ないことを示した．しかし妻が結婚後継続未就業だった場合も

就業中断コースに比べ出生力が低く，就業を抑圧する何らかの要因が出生力も抑圧してい

ると見られる． （2006）は2005年結婚出産動向調査を分析したが，妻の結婚後の就

業の効果は有意でなかった． （2007）は2007年9月～10月の電話調査を用い，妻の

就業が第2・3子出生確率に有意な効果がないことを示した． （2007）は2006年全

国出産力調査を用い，妻の就業がむしろ出生促進効果を持つことを示した．

ここでは韓国保健社会研究院『2005年全国結婚及び出産動向調査』を独自に分析した結

果を示す．この調査は2005年5～6月に20～44歳既婚女性と同年齢帯の未婚男女を対象に

実施された．ここで分析するのは，2004年年頭に既往出生児数（パリティ）が0か1だっ

た有配偶女子で，パリティ0が425人，パリティ1が688人である．被説明変数は，2004年

年頭から調査時点までのパリティ 0から1への移行（第1子出生）と，パリティ 1から2

への移行（第2子出生）である．分析方法は通常（OLS）のロジスティック回帰分析を
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用いる．

表2は記述統計で，2004年年頭にパリティ

0だった妻が1年半ほどの間に第1子を生む

確率は38％（2005）年，パリティ1だった妻

が第2子を産む確率は23％となっている．こ

こでは都市の指標としてソウル特別市と広域

市（釜山，大邱，仁川，光州，大田，蔚山）

の居住者を 1とするダミー変数を用いた．

2005年センサスによると特別市・広域市居住

の内国人は47.3％となっているが，ここで分

析対象としたパリティ1以下の有配偶女子に

限ると，それよりいくぶん低い．妻学歴に関しては，中学卒を準拠カテゴリーとし，高校

卒・大学（専門大学を含む）卒を表すダミー変数を用いた．パリティによる大卒割合の違

いは，最近の大学進学率の急激な上昇を反映するものだろう．調査時の平均年齢は，パリ

ティ0の妻が29歳，パリティ1の妻が33歳である．晩婚化も急速に進んでいるため，パリ

ティ0の妻の方が平均初婚年齢が高い．妻の就業時間は，パリティ0の妻が週に21時間，

パリティ1の妻が19時間となっている．夫の週当たり労働時間は52～53時間で，かなりの

長時間労働である．妻の就業時間は夫の37～40％なのに対し，賃金は夫の24～31％にとど

まり，賃金の男女差を反映している．

表3がロジスティック回帰分析の結果で，大都市の低出生力は第2子出生確率の低さに

現れている．妻の現在年齢が高くなるほど出生確率が下がるが，早婚の妻ほど出生力が高

いという効果も，第2子出生にのみ見られる．妻の学歴の効果は，第1子・第2子出生確

率とも有意な影響を与えていない．妻の勤務時間の出生抑制効果は第2子にのみ見られ，

第1子に対して符号は負だが有意ではなかった．一方で妻所得の出生抑制効果は，第1子

にのみ見られた．つまり所得が高く出産の機会費用が大きい妻は第1子出産に踏み切れず，

第1子を生んだ妻も就業形態が柔軟でなかったり賃金が低すぎて勤務時間を減らせない場

合は第2子出産に踏み切れないという状況が想像できる．夫の勤務時間や所得の効果は有

意でなかった．

以上の結果から，妻の就業は出生抑制効果を持つと見るべきである．それは就業と家事・

育児の両立可能性が北西欧に比べ低いため，出産の機会費用が大きいためである．

（2006,p.11）によると，45歳以下の有配偶女子の出産による経歴中断は41.2％なっている．

以前に比べて結婚退職は減ったものの，出産・育児による退職が増加しており，高学歴女

子ほど経歴中断が著しいとされる（春木,2006,pp.67-68）．
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表２ 記述統計

パリティ0 パリティ1

有効ケース数 425 688

出生 0.3835 0.2267

特別市・広域市 0.4259 0.4390

高卒 0.3788 0.4913

大卒 0.6141 0.4695

妻年齢 29.2988 33.2907

妻初婚年齢 27.0024 25.4651

妻就業時間（時間／週） 20.9553 19.1584

夫就業時間（時間／週） 52.6071 52.2049

妻所得（万ウォン／月） 61.2377 52.9084

夫所得（万ウォン／月） 194.7176 222.2805



仕事と家庭の両立可能性を制限している要因としては，出産休暇や育児休暇等の法制度

上の未整備や，多様な育児サービスの供給不足や，フレキシブルな勤務形態の未普及等が

考えられる．保育サービスの供給はニーズを大幅に下回っており，充足率は0～2歳で

34.2％，3～5歳で68.1％に過ぎないと推定されている（ ,2004,p.19）．韓国では0

～2歳児の保育サービス利用率が特に低いが，95％が民間施設で信頼性が低いこと，乳幼

児を非親族に任せることへの抵抗感が理由とされる（春木,2006,pp.70-71）．出産休暇

（産前・産後休暇）の取得率は高いとされるが，12.5％の女子就業者が職場内で出産休暇

を自由に利用する雰囲気がないと答えた（ ,2004,pp.19-20）．

Ⅱ 韓国の出生政策

1. 出生関連政策の変遷

朝鮮戦争直後の米国に従属する低開発経済，貧困と失業の蔓延，ベビーブームによる高

い人口増加率，狭い国土に高い人口密度といった状況は，人口爆発の恐怖を実感させるに

十分だった．朴正煕政権は1961年の政権奪取直後から家族計画事業を強力に推進し，様々

な手段で出生抑制に努めた．これによって韓国の第一次人口転換が急速に進んだが，全斗

煥政権に変わった1980年時点ではまだ置換水準を上回る2.8を維持していた．そのため

1981年の新人口政策ではさらに出生抑制策を推進し，1988年までに置換水準を達成するこ

ととした．その結果，目標より4年早い1984年に置換水準が達成され，日本より低い出生

率を記録した．しかし1986年になっても韓国政府は，自国の出生率が高すぎると考えて出

生抑制策をとり続けた．それ以前の高出生率が念頭にあり，簡単には発想を転換できなかっ

たためと思われる．1988年に経済企画院は，人口政策の目標を人口資質と生活の質の向上
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表３ パリティ移行に対するロジスティック回帰分析

パリティ0→1 パリティ1→2

b stderr t b stderr t

切片 0.7307 1.5941 0.4584 -4.4994 6.3237 -0.7115

特別・広域市 -0.2414 0.2195 -1.0998 -0.5585 0.2032 -2.7483**

妻年齢 -0.0116 0.0428 -0.2706 -0.1941 0.0329 -5.8942**

妻初婚年齢 -0.0420 0.0520 -0.8090 0.1601 0.0414 3.8672**

妻高卒 0.1754 1.3219 0.1327 5.7438 6.2518 0.9188

妻大卒 0.4733 1.3209 0.3584 5.7818 6.2522 0.9248

妻勤務時間 -0.0111 0.0078 -1.4361 -0.0256 0.0091 -2.8219**

夫勤務時間 0.0058 0.0071 0.8113 -0.0030 0.0067 -0.4537

妻所得 -0.0093 0.0046 -2.0144** 0.0027 0.0043 0.6437

妻所得 2̂ 1.95E-05 0.0000 1.3971 -7.39E-07 0.0000 -0.0694

夫所得 0.0009 0.0025 0.3482 0.0025 0.0028 0.8873

夫所得 2̂ 1.07E-06 0.0000 0.3257 -3.97E-06 0.0000 -0.8377

総変動 565.9007 424df 736.5897 687df

残差変動 514.2898 413df 633.1310 676df

**p<.01



に転換するよう提言した．1994年のカイロ国際人口開発会議の結果を受け，人口政策審議

委員会が発足し新たな人口政策が検討された．こうして韓国政府は1996年の新人口政策を

もってようやく出生抑制策を廃止し，出生率の現状維持に方針を転換した．（ ・ ,

2005,pp.70-73;山地,2003,pp.62-64;松江,2009,pp.81-82）．

政策目標が現水準維持に変わった1996年以降も，韓国の出生率は低下を続け，一部では

出生促進策の必要性が叫ばれたが，政府はこれに応じなかった．金大中政権は，1997年に

起きた経済危機への対応で手一杯で，人口問題まで手が回らなかったものと思われる．ま

た国民の心に深く刻み込まれた人口爆発への恐怖感も，出生促進策への転換を遅らせる作

用があった．このため，日本が1990年の「1.57ショック」を契機に出生促進策に踏み出し

たのに対し，韓国は盧武鉉政権に入った2003年に前年の出生率1.17が明らかになったこと

によってようやく出生促進策の必要性が合意された．

2005年5月，「低出産及び高齢社会基本法」が制定され，日本の「エンゼルプラン」と

「ゴールドプラン」を合わせたような低出産・高齢社会対策5ヶ年計画を樹立することと

した．9月に同法が施行に入り，大統領を委員長とする低出産・高齢社会委員会が発足し

た．「参与政府」を標榜する盧武鉉政府は，経済団体，労働団体，市民団体，女性団体等

が参加する連席会議の場で政策討論を重ね，広汎な社会的合意を目指した．こうして2006

年6月に第1次低出産・高齢社会基本計画（2006～10年）として「セロマジプラン 2010」

が発表された．「セロマジ」の「セロ」は最初・新規を意味し，「マジ」は最後・終了の意

味で，合わせて低出産対策＋高齢化対策を意味する造語である．

2. 低出産対策の概要

セロマジプラン 2010は，「低出産対策」「高齢者福祉対策」「産業・労働政策」「対策の

宣伝と実行」の四部からなる．このうち低出産対策部分は，次のように「出産・養育に対

する社会的責任の強化」「家族親和・両性平等社会文化の造成」「健全な未来世代の育成」

の三部からなる．このうち最後の「健全な未来世代の育成」は児童福祉政策が主で，出生

促進策としての意味合いは弱いので，ここでは検討しない．

セロマジプラン2010―低出産対策部分

1．出産・養育に対する社会的責任の強化

1-1．子育て家庭の経済的・社会的負担の軽減

1-1-1．嬰幼児保育・教育費支援の拡大

1-1-2．放課後学校拡大等の私教育費負担の軽減のための支援

1-1-3．子育て家庭に対する租税および社会保険恵沢の拡大

1-1-4．子育て家庭に対する住居安定支援

1-1-5．国内養子縁組の活性化

1-1-6．子育て家庭に対する児童手当の支給

1-2．多様で質の高い育児支援インフラの拡充
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1-2-1．育児支援施設の拡充を通じた保育需要の充足

1-2-2．民間保育施設サービスの改善

1-2-3．需要者中心の多様な育児支援サービスの拡大

1-3．妊娠・出産に対する支援の拡大

1-3-1．母性および嬰幼児健康管理の体系化

1-3-2．不妊夫婦の支援

1-3-3．産母介護士の支援

2．家族親和・両性平等社会文化の造成

2-1．仕事と家庭の両立環境の造成

2-1-1．産前後休暇給与等の支援の拡大

2-1-2．育児休職制度の活性化および勤労形態の柔軟化

2-1-3．出産・育児期以後の労働市場復帰の支援

2-1-4．家族親和的企業認証制導入等の職場文化改善

2-2．学校・私教育の強化および家族文化の造成

2-2-1．家族価値観確立のための学校教育の強化

2-2-2．家族価値観確立のための私教育の強化

2-2-3．親密で平等な家族生活文化の造成

3．健全な未来世代の育成

3-1．児童・青少年の安全な成長環境の造成

3-1-1．児童の事故予防のための社会基盤の造成

3-1-2．児童虐待の予防および放任児童保護体系の強化

3-1-3．学校暴力の予防・根絶対策の強化

3-2．児童・青少年の健全な成長のための社会的支援システムの確立

3-2-1．地域社会の児童・青少年保護機能の強化

3-2-2．児童管理保護のための社会システムの構築

3-2-3．児童・青少年の創意性向上のための文化芸術教育の支援

3-2-4．有害環境からの青少年の保護

3-2-5．学校の健康管理機能強化のための与件の造成

3. 経済的支援とインセンティヴの付与

韓国では低所得世帯の5歳以下の幼児の保育・教育費を支援しているが，セロマジプラ

ンではこの支援対象と支援額を段階的に拡大するとしている．実際に2007年1月には，支

援対象が都市勤労者世帯の平均所得の70％以下の世帯から平均所得以下の世帯すべてに拡

大された．世帯所得が平均を下回るか否かは，実際の月平均所得に財産を所得に換算した

「月所得認定額」によって判断される．この際に所有する自家用車を月収に換算する方法

が実態に合わないとして，苦情が相次いでいるという（東亜日報，2007年2月2日）．

低出産の元凶とされる私教育費負担の軽減のためには，放課後学校の活性化，小学校低
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学年のための初等保育プログラムの拡大，各種放課後プログラムの連携・統合，サイバー

家庭学習サービスの充実が提案されている．放課後プログラムは各学校が自校の生徒のた

めに運営しているが，生徒がどの学校のプログラムに参加するか自由に選べるようにして

競争原理を導入し，学習塾や家庭教師の代替を目指すことが提唱されている．このうち低

学年の生徒を預かる初等保育プログラムは，2006年現在20.4％の学校が実施しているが，

これを2010年までにすべての小学校に拡大するとしている．こうした放課後プログラムは，

青少年委員会・文化観光部・女性家族部等がばらばらに管轄しているが，これらの連携を

模索し，長期的には一本化をはかるべきであるとされる．インターネットを通じたサイバー

家庭学習サービスは2005年から全国で実施されているが，これをさらに充実させ私教育費

を軽減することを狙っている．

李明博大統領は「学校満足二倍，私教育費折半」を公約に当選した．私教育費削減策と

しては，夜10時以降の学習塾の営業を禁止する学院法改正が議論されたが，ハンナラ党の

反対で頓挫した．「地方自治体ごとに条例で定めるべき事案を，一律に規制するのは李明

博政府の自律という政策基調に合わない」というのが反対の理由だった（聯合ニュース，

2009年5月18日付）．現状ではソウルは夜10時，釜山は11時，残る市道では12時までの講

習が可能である．教育科学技術部は6月に公教育の教科と修学能力試験（大学入試）の科

目数を削減すると発表した．しかしこれでは私教育費削減効果は期待できないという批判

を意識したのか，7月に学習塾の時間外講習の取り締まりを強化した．この際に「学パラッ

チ」と呼ばれる学院申告報賞金制度を導入し，学習塾の不法営業や不当な料金への被害届

に200万ウォンまでの報奨金を出すと発表した（ハンギョレ，2009年7月6日付）．

韓国において子の扶養に伴う所得税控除による税の軽減幅は，他の先進国に比べ微々た

るものである．OECD，TaxingWages2004/2005によると，単身世帯の所得税負担率2.7

％に対し，夫婦と二子からなる4人世帯は1.5％とほとんど差がない．2010年に予定され

ている税制改革では，多子世帯を優遇する方向で控除体系が変更される．その結果，年収

4000万ウォン基準で単身世帯が4.8％，4人世帯は2.9％の税負担となる（聯合ニュース，

2008年9月4日付）．

租税以外のインセンティヴとしては，まず各種保険料の軽減が考えられる．セロマジプ

ランでは，2子以上の世帯の健康保険料を軽減する方案と，国民年金に出産クレジット制

度を導入する案が検討されている．後者については，第 2子に1年，第 3子以降に1年6

ヶ月分の国民年金保険料を免除する案が提示されている．

住宅政策としては2006年8月から，新築アパートの3％を3子以上の世帯に優先分譲す

る政策を実施に移した．この施策に関し応募が集まりにくいという批判を受けて，申請を

市町村役場だけでなくモデルハウスで建設会社が直接受け付けるようにした（聯合ニュー

ス，2006年09月22日）．

出生力水準が公共的に望ましい水準を下回るという事態は市場の失敗の一種で，子ども

の利得の一部が外部性に属しているためと捉えることができる．KimJH（2007）の試算

では，国防や世代間移転を通じて子ども一人当たり2万ドル近い外部利得があり，これは
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韓国の一人当たりGDPの1.24倍に相当する．国民年金の出産クレジット制度は，世代間

移転を通じた外部利得を内部化する試みと解釈できる．しかし早婚・早産者に兵役免除を

与えたり，晩婚・晩産者に追加兵役を課したりして，国防を通じた外部利得を内部化する

のは難しいだろう．セロマジプランにも，低出産を兵役問題と結びつける議論は全くない．

児童手当については，2006年6月の社

会協約で「政府は児童がいる家庭の養育

費負担軽減のための児童手当制度の導入

時期，方案，財源等を検討する」という

合意が得られたのみで，結局導入は見送

られた．児童手当の導入に慎重論が強い

最大の理由は，膨大な財源を必要とする

からだろう．2007年から就学前の全児童

に毎月10万ウォンずつ支給する場合，

2010年までの4年間で5.5兆ウォンかか

ると試算されている（イーデイリー，

2006年6月7日）．2006～10年の低出産

対策予算が約18.9兆ウォンだから，児童

手当を導入すると一気に30％近く増加することになる．

児童手当の副作用について懸念が提示されていることも，導入を遅らせる要因となって

いる． （2007）は，動的なライフサイクル・モデルによるシミュレーション分析を

通じて副作用の存在を裏づけた．結論として，「（児童手当のような）労働市場参与の有

無と関係なしに給与を提供する方式は，労働市場参与の必要性を減らすことになり，労働

供給を減少させ，それによる税収の減少をもたらすため望ましくない」とされる．

女子の労働力参加の動向も，こうした副作用への懸念を裏づけるものである．図4は

2000年と2005年センサスの年齢別女子労働力率を比較したもので，25～29歳で顕著に上昇

したものの，これは近年の急速な晩婚化・未婚化によると思われる．これ以外では30～34

歳を除いて1％ポイント以上上昇した年齢層はなく，むしろ低下した年齢層が目立つ．こ

のような状況で就業のディスインセンティヴを与えれば，女子の社会参加がますます停滞

し，ジェンダー間平等の達成に障害になるというのがフェミニスト・グループの主張と見

られる．

4. 保育サービス

セロマジプランの保育サービス政策は，公的および職場内保育（1-2-1），民間保育

（1-2-2），保育サービスの多様性（1-2-3）に分けて論じられる．このうち公的保育施設に

ついては，民間に比べ質の高さが評価されているものの供給が追いつかず，保育サービス

利用児童全体に国公立保育所が占める割合は11.3％にとどまっている．連席会議ではこれ

を50％に高めることを目標とすべきと主張する労働界・女性界・市民団体と，10％水準で
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図４ 韓国センサスによる女子の年齢別労働力率
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よしとする政府の間で対立したが，結局中長期的に30％を目標水準とすることで合意した

（聯合ニュース，2006年6月16日）．

韓国の「嬰幼児保育法」では，常勤の女性勤労者が300人以上の事業所に職場内保育施

設の設置を義務づけていたが，2006年からは男女合計で500人以上の事業所も設置義務の

対象となった．しかし設置義務の履行率は低く，2006年6月末基準で設置義務がある事業

所807ヶ所のうち，履行している事業所は361ヶ所（45％）に過ぎない（市民日報，2006年

11月2日）．これは履行違反に対する罰則がないためで，罰則とインセンティヴを同時に

導入すべきとの意見もある．しかしセロマジプランでは，関係部署が合同で長期実態調査

を実施し，義務履行の有無を集中管理するとあるのみで，罰則導入の予定はない．

低出産高齢社会本部長は，「職場保育施設の設置を強制すれば，女性勤労者忌避等の副作

用が生じ得る」と答えた（イーデイリー，2006年6月7日）．

保育サービスの多様性に関しては，夜間保育や時間制保育の供給不足が指摘されている．

セロマジプランでは夜間保育のための保育士数を，2006年の3000人から2010年には7000人

に増やし，また終日制幼稚園を2005年の62.5％から2010年に100％まで拡大することを目

標としている．一時的に子どもを預ける時間制保育については，特に具体的な目標はない．

5. リプロダクティヴ・ヘルス

母子保健一般に関しては，新生児の健康管理のための電算網の構築，出産・育児関連の

情報提供・相談サービスの運営，予防接種事業の拡大，母子健康・栄養管理プログラムの

推進等が計画されている．しかしこれらは出生促進策としての意味合いは薄く，出生促進

効果も間接的だろう．より直接的に出生力と関連するのは不妊治療支援で，健康保険の適

用がごく限られているため，人工授精の施術がきわめて高額なのが現状である．そこで

2006年から，体外受精に150万ウォンを2回まで支援する取り組みが始まった．また2007

年11月からは生後4ヶ月，9ヶ月，18ヶ月，30ヶ月および満5歳の5回の健康診断を無料

で提供する「嬰幼児健康検診」制度が導入された．

韓国では出産直後に，産後処理院や産後介護士のような民間のサービスを利用する夫婦

が増えている．しかし2週間で100万ウォン以上と高額なため，低所得層は利用できず，

相対的剥奪感が増していると見られる．2006年時点で基礎生活保障（生活保護）受給者に

は解産給与が支給されているが，これを漸次拡大する計画である．また保健福祉部は三星

生命と，年間140人の産後介護士を派遣する契約を結んだ（京郷新聞，2006年6月12日）．

台湾の人口政策白書には中絶と出生性比不均衡の是正に関する項目があるが，セロマジ

プランにはそのような項目はない．韓国の出生性比は2007年に106.1と25年ぶりに正常値

を回復したが，セロマジプラン制定時には既に正常値に近づいていたためだろう．

6. 両立支援策

韓国の出産休暇（産前後休暇）は90日までで，休暇中の給与の1/3は雇用保険から支出

されるが，残る2/3は雇用主の負担で，これが取得率を引き下げる要因と指摘された．そ
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こで中小企業に限り，2006年1月から90日分の給与全額を雇用保険から支給している．中

小企業への給与全額負担に加え，2006年からは妊娠16週以上の流産・死産に対し，妊娠期

間によって30～90日の休暇を付与することとした．妊娠期間が21週以内であれば30日，22

～27週であれば60日，28週以上であれば90日の休暇が与えられる．また2008年には，3日

間の配偶者出産休暇が法制化された．

韓国の育児休暇は1989年に導入され，現行では満3歳未満の子の育児に対して1年間ま

で認められ，月50万ウォンの育児休暇給与が支給される．低調な休暇制度を活性化させる

ため，2008年6月の男女雇用平等法改正でそれまで1歳未満だった取得資格を3歳未満と

し，40万ウォンだった休暇給与を50万ウォンに引き上げた．同時に3歳未満の子を持つ勤

労者が週15～30時間の範囲で勤務する育児期勤労時間短縮制が導入された．

セロマジプランでは，包括的な主婦の職場復帰プログラムとして「職場素養教育」「基

礎職務能力の培養」「専門的職業能力の開発」「雇用支援サービス」という四段階を踏む訓

練・就業支援プログラムが計画されている．また，経歴断絶女性休職者データベースを構

築し，既存の女性労働力開発センターや女子大生キャリア開発センターと連携して就職を

支援する計画もある．さらに家族親和的な職場文化を定着させるために，家族親和的な企

業経営モデルを開発し，優良企業を認定してインセンティヴを与える法案を策定するとし

ている．

セロマジプランの採択後の2006年7月から，妊娠34週以後に契約が終了する非正規職女

性勤労者を継続雇用する事業主に「出産後継続雇用支援金」支援されている．これは月40

万ウォンを6ヶ月支給するもので，その女性勤労者を正規職に採用した場合は月60万ウォ

ンが6ヶ月支給される．さらに2007年3月から，出産等で離職した女性勤労者を新規採用

する事業主に，月30万～60万ウォンの「お母さん採用奨励金」が最長1年間支給されてい

る．
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2000年センサス

25-29歳 子なし 子あり 計

非就業 12.6 56.5 69.1

就業 11.9 19.1 30.9

計 24.4 75.6 100.0

30-34歳 子なし 子あり 計

非就業 3.7 60.9 64.6

就業 3.2 32.2 35.4

計 6.9 93.1 100.0

35-39歳 子なし 子あり 計

非就業 1.9 53.1 55.1

就業 1.6 43.4 44.9

計 3.5 96.5 100.0

2005年センサス

25-29歳 子なし 子あり 計

非就業 15.6 47.5 63.1

就業 19.3 17.6 36.9

計 34.9 65.1 100.0

30-34歳 子なし 子あり 計

非就業 5.5 58.0 63.5

就業 6.0 30.5 36.5

計 11.5 88.5 100.0

35-39歳 子なし 子あり 計

非就業 2.4 53.2 55.5

就業 2.2 42.3 44.5

計 4.6 95.4 100.0

図４ 韓国センサスによる女子の年齢別労働力率



こうした両立支援策の効果は，Ｍ字型曲線の変化にも現れ得るが，より直接的には就業

する母親の比重の変化によって評価できるだろう．表4は韓国のセンサスによる既婚女子

の労働力参加×出生力のクロス表で，労働力は「就業」「非就業」の2状態，出生力は

「有子」「無子」の2状態とした最も簡単な2×2表である．両立支援策の効果は，この表

の右下セルの「就業する母親」の比重の増加として現れるだろう．残念ながら2000～05年

の変化としては，どの年齢層でも就業する母親は減少しており，25～29歳では19.1％から

17.6％へ，30～34歳では32.2％から30.5％へ，35～39歳では43.4％から42.3％へと低下した．

次のセンサスまでに両立支援策がこの傾向に歯止めをかけることができるかが注目される．

7. 家族価値観の涵養

セロマジプランでは，学校教育と私教育を通じて家族価値観を確立し，親密で平等な家

族生活文化を造成することが明確に謳われている．すなわち学校教育で結婚・家族の価値

を強調し，出産・育児の幸福を認識するよう教育すると明記されている．この点では保守

主義的価値観が勝った内容になっているが，一方では教科書から伝統的性役割を肯定・強

化する記述を削除することが求められている．おそらく韓国のフェミニスト・グループは，

このような内容が含まれたことに満足し，保守主義的価値を含ませることに同意したのだ

ろう．この点ではフェミニズム的価値観が支配的で，公教育で両性の家事・育児分担教育

を強化することが謳われている台湾の人口政策白書とは対照的である．ただし為政者が望

ましい行動様式を決定して国民を善導するという儒教圏的発想では，韓国・台湾とも共通

している．

8. 評価

セロマジプランの予算は2006～10年の5ヶ年で32.1兆ウォンで，うち低出産対策には

18.9兆ウォンが当てられる（松江,2009,p.86）．1年当たりの低出産対策予算は，平均3.8

兆ウォンほどになる．これを2008年の韓国の国内総生産で割ると，3.8/1023.9＝0.37％と

なり，0.8％程度である日本よりさらに低い．勝又（2003,p.21）によると1998年の家族支

援給付で韓国は日本・米国・スペインとともに最下位グループを形成したが，韓国の現金

給付はグループ内でも最下位だった．この状況は，セロマジプランが計画通り実施されて

も変わらない．

セロマジプランの予算が他の先進国に比べて微々たる水準であることは広く知られてお

り，これで十分と評価する者はいないだろう．それでもセロマジプランの策定に関わった

人口学者を中心に，出生促進策の有効性を主張する者は多い． （2004,p.31）は，

「総合的・体系的な出産回復政策を効果的・効率的に推進すれば，約10年後には合計出産

率が約1.6水準に回復するだろう」と，きわめて楽観的な展望を示した． （2006,

pp.16-17）は，スウェーデンやフランスの出生率回復を政策の効果として，政策努力の重

要性を強調した． （2006,p.23）は，保育サービス，特に公的保育施設を供給する

施策の有効性を強調した．
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（2007）のロジットモデルでは，保育費支援策と両立支援策の受給は出生確率に

有意な正の効果を持った．LeeSS（2009）によると，教育費支援対象児童数，放課後教

育在籍率，職場内保育施設数，延長保育受給児童数，養護学校の全日制割合，母性保護サー

ビス受給率といった指標で2006年に大きな改善が見られた．2007年全国調査のマイクロデー

タ分析でも，政策は有意な出生促進効果を見せた．第2子出生に促進に有効だったのは，

母子保健栄養支援，両立支援，育児・幼児教育への経済的支援の順だった．第3子出生促

進に有効だったのは，育児・幼児教育への経済的支援，両立支援，母子保健栄養支援の順

だった．

韓国の合計出生率は2005年の1.08から2007年には1.26まで回復した．これには2006年が

結婚に良いとされる双春年，2007年がその年に生まれた子は金持ちになると言われる黄金

豚年だったという暦年効果が指摘されている．たとえ一部が政策効果だったとしても，こ

のまま1.6といった緩低出生力水準まで回復すると見るのは楽観的に過ぎよう．北西欧や

英語圏との出生力格差は，家族パターンや雇用環境，若年層の雇用不安といった家族政策

を超える構造的要因（阿藤，2005，pp.50-54）にも根ざしているからである．

おわりに

韓国の人口動向は，出生率のみならず都市化，高学歴化，晩婚化，離婚率・自殺率の上

昇，国際結婚の増加といった多くの面で日本を追い越したか，追い越しつつある．したがっ

てベンチマークの対象としても，韓国の人口動向はますますその重要性を増しているとい

える．特に出生率は既に世界最低水準であり，数千万の人口大国で出生率がどこまで下が

り得るのかを見せてくれる先頭ランナーである．極低出生力の中心が南欧・東欧から東ア

ジアに移ったことで，韓国を中心とする東アジアの出生力の比較研究も，ますます注目を

集めることになろう．

出生力の社会経済的要因に関して，韓国では日本よりはるかに極端な変化が見られる．

教育への人的資本投資は急増し，しかも私教育費という形で子どもを持つ夫婦に過酷な負

担をかけている．経済危機は労働市場を劇的に変え，将来への不安感を増大させた．女性

の地位の向上はまだまだ発展途上で，仕事と家庭の両立可能性が低く，妻＝母が就業する

場合の負担は大きい．

韓国では金大中・盧武鉉と左派の大統領が続いたにもかかわらず，経済規模に比べ政府

予算が少ない「小さな政府」を維持している．金大中の場合は，IMFからの指示で新自

由主義的な政策を採らざるを得なかった経緯がある．金大中のいわゆる「生産的福祉」は，

公共部門の負担抑制を至上命題としており，きわめて米国的・新自由主義的なものである

（金早雪，2004）．盧武鉉政権も少数与党の状態が続き，増税のような思い切った措置に踏

み切れなかった．2008年に右派の李明博政権に代わったことから，新自由主義的な傾向は

さらに強まっている．したがってきわめて小さな政府による新自由主義的政策，米国や日

本よりもさらに少ない少子化対策予算という状況は，当分の間変わらないと予想される．
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Lowest-LowFertilityandGovernmentalInterventioninKorea

ToruSUZUKI

Thefirstpartofthispaperexaminesthedrasticfertilitydeclineanditsdeterminantsinthe

RepublicofKorea.Aclaimthatdecliningtraditionalfamilyvalueisacauseoflowfertilityis

doubtfulconsideringmoderatelylowfertilityinEuropeanandNorthernAmericandeveloped

countrieswithadvancedindividualism.Adecompositionanalysisrevealsthat31.5%offertility

declinebetween2000and2005isattributedtonuptialitydeclinewhile68.5%isexplainedbythe

declineinmaritalfertility.Socio-economicchangesinthepost-modernerasuchasincreasing

demandforhumaninvestments,shifttomaturedeconomywithlowgrowthrate,andfemalelabor

forceparticipationaremoreexaggeratedthaninJapan.Thus,sharpriseineducationalcost,

worsenedlabormarketconditionforyoungworkers,andlowcompatibilitybetweenwife'swork

andthefamilyrolearethoughttohavehadmoredrasticimpactonfertility.

ThesecondpartexaminesSaeromajiPlanthatannouncedin2006tocopewithlowfertilityin

Korea.Theplanincludesvariousmeasuresoffinancialsupports,daycareservices,reproductive

health,andimprovementofcompatibilitybetweenworkandthefamily.Althoughtheplanreflects

conservativefamilyvaluethatemphasizesconventionalmarriageandparenthood,theeffectis

suspiciousbecausethestrongfamilisminEasternAsiaseemstobeonereasonoflowerfertility

thanindividualisticWesterncountries.Sincechildallowancewasnotintroduced,thegovernmental

budgetforpronatalpolicyisstillmuchlowerthanJapanandtheUnitedStates.Itisforeseenthat

Korea,asJapan,willsustainasmallgovernmentandneo-liberalisticpolicies.


